
盛岡地方裁判所及び管内の支部

●申立書提出先一覧

申立先 所在地 備考

盛岡市、八幡平市、滝沢市、岩手郡雫石町、
岩手郡葛巻町、岩手郡岩手町、紫波郡紫波
町、紫波郡矢巾町

盛岡地方裁判所（本庁）
〒020-8520
盛岡市内丸９－１

花巻市、北上市、和賀郡西和賀町 盛岡地方裁判所花巻支部
〒025-0075
花巻市花城町８－２６

二戸市、二戸郡一戸町、九戸郡軽米町、九
戸郡九戸村、久慈市、下閉伊郡普代村、九
戸郡野田村、九戸郡洋野町

盛岡地方裁判所二戸支部
〒028-6101
二戸市福岡字城ノ内４－２

執行事件は次のとおり
不動産競売、債権、財産開示、
第三者からの情報取得：盛岡地
裁本庁
その他：二戸支部

遠野市、釜石市、上閉伊郡大槌町 盛岡地方裁判所遠野支部
〒028-0515
遠野市東舘町２－３

宮古市、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉
町、下閉伊郡田野畑村

盛岡地方裁判所宮古支部
〒027-0052
宮古市宮町１－３－３０

一関市、西磐井郡平泉町、大船渡市、陸前
高田市、気仙郡住田町

盛岡地方裁判所一関支部
〒021-0877
一関市城内３－６

奥州市、胆沢郡金ケ崎町 盛岡地方裁判所水沢支部
〒023-0053
奥州市水沢大手町４－１９

執行事件は次のとおり
不動産競売、債権、財産開示、
第三者からの情報取得：盛岡地
裁本庁
その他：水沢支部

※行政事件は、本庁のみで取り扱っており、支部では取り扱っていません。
※労働審判については、本庁に申立書を提出する必要があります。
※執行事件の申立書提出先は備考欄も確認ください。

住所等


